
　５月26日（木）、日光行政センターにおいて、日光東町まちづくり推進委員会総会を開催しました。
総会では、平成27年度の事業報告、決算が承認され、平成28年度の事業計画、予算についても原
案どおり承認されました。平成28年度予算は、収入、支出ともに予算額211,500円。
　主な収入として、市補助金200,000円、主な支出は事業費170,000円、広報費17,500円などです。
また、役員の改選を行い、以下のとおり決定しました。

山内

安川町

上鉢石町

設置場所

日
光
橋

日
光
街
道

東町かわら版 第19号
平成28年
11月１日

位置図

　平成27年度事業において神橋ポケットパーク
に日光東町地区周辺案内図（４ヶ国語）を設置し
ました。
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全景

日光東町まちづくり推進委員会（総会）を開催しました
平成28年度

【委員長】　髙梨弘志 下鉢石町自治会長　【副委員長】近嵐藤枝 御幸町自治会長
【監　事】　太田　甫 上鉢石町自治会長、藤田高行 東和町自治会長
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日光東町のまちづくり

　
現
在
、
栃
木
県
日
光
土
木
事
務

所
に
よ
る
国
道
１
１
９
号
の
歩
道

拡
幅
並
び
に
電
線
共
同
溝
の
工
事

は
、
御
幸
町
地
区
の
用
地
買
収
を

進
め
て
お
り
ま
す
。

　
日
光
東
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
委

員
会
で
は
、
世
界
遺
産
「
日
光
の

社
寺
」
の
門
前
町
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
街
並
み
整
備
と
自
ら
が
誇
れ

る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
お
り
、

東
町
地
区
は
、
日
光
市
景
観
計
画

に
よ
り
景
観
計
画
重
点
区
域
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
景
観
計
画
重

点
区
域
に
お
い
て
は
、
建
築
物
等

の
「
高
さ
」
や
「
意
匠
・
色
彩
・

素
材
」
な
ど
に
つ
い
て
の
基
準
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
建
築
物
や
工
作
物
の
新
築
、
増

築
、
改
築
等
を
行
う
場
合
は
届
出

が
必
要
と
な
り
、
基
準
に
適
合
す

る
場
合
は
必
要
な
経
費
の
一
部
を

下
記
の
通
り
、
市
で
助
成
し
て
い

ま
す
の
で
、
都
市
計
画
課
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
景
観
計
画
の
中
で
定
め
ら
れ
て

い
る
「
意
匠
・
色
彩
・
素
材
」
の

基
準
は
「
和
風
を
基
調
と
し
、
そ

の
形
態
、
材
料
及
び
色
彩
が
周
囲

の
景
観
と
調
和
の
と
れ
た
も
の
と

す
る
。」
と
な
っ
て
お
り
、
具
体

的
に
は
、『
日
光
東
町
ま
ち
づ
く

り
規
範
』
の
中
で
、
色
や
形
状
な

ど
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
規
範
は
、
日
光
東
町
の
住
民
が

ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
た
め

に
取
り
組
み
た
い
思
い
や
気
持
ち

を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
日
光
東

町
に
暮
ら
す
私
た
ち
が
、
大
切
に

し
た
い
こ
と
、
守
っ
て
い
き
た
い

こ
と
を
共
通
の
目
標
、
項
目
と
し

て
設
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
規
範

を
、
よ
り
よ
い
「
日
光
東
町
の
ま

ち
づ
く
り
」
や
「
街
並
み
の
形

成
」
に
活
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

助成の対象行為 助成率 対象地域

建築物の
建 築 等

建築物（門、へいを除く。）の新築、増築、改築、大規模の
模様替えに係わる工事費のうち外観に係わる経費

門又はへいの新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模
の模様替えに係わる工事費のうち外観に係わる経費

かき、さくの新設、改築、大規模の修繕又は大規模の模様
替えに係わる工事費のうち外観に係わる経費

建築設備等の隠ぺい工事に係わる経費

上記の物件の外観の過半にわたる色彩の変形等に係わる経
費

看板に係わる経費

1／2
以 内

30（70）
万円以内

1／2
以 内

30（70）
万円以内

1／2
以 内

30万円以内

30万円以内1／2
以 内

10万円以内1／2
以 内

景観形成
地域の全
地域　　

景観形成
地域の全
地域　　

色彩変更

工作物の
建 築 等

建　　築
設 備 等

看 板 の
新 設 等

助成限度額

※「助成限度額」は、景観形成地域及び景観形成重点地域の壁面後退のない場合における助成限度額とし、
　（　）内の数値は、景観形成重点地域において壁面後退のあった場合の助成限度額とする。

【東町かわら版　第19号】 日光東町まちづくり推進委員会　委員長　髙梨 弘志
（事務局）日光市 建設部 都市計画課　都市計画係　℡21－5102


